
 

  

 

                                                                                

 

 

               

 

                  

 

 

 

 

   

           案内図           入居申込・お問い合せ 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名  称 ケアハウスやすらぎの里 居 室 ５０室 

設置主体 社会福祉法人 敬仁会 理事長 杉原 有 

所 在 地 松江市佐草町２－２ 

開  設 平成１２年４月１日 

増床拡張 平成１４年１２月１０日 

入居定員 ５２名（１名×４８室、 ２名×２室） 

敷地面積 ５５５６．１４７㎡ 

延床面積 ４８５７．２９㎡ 

構  造 鉄筋コンクリート造３階建 ２棟 

管理施設 事務所、相談室、会議室、厨房、一時介護室 

設  備 エレベーター、冷暖房設備、緊急通報装置 

 

ケアハウスやすらぎの里 

直 通：0852-60-0315 

Ｆ Ａ Ｘ：0852-67-1830 

Eメール：carehouse@sf-keijnkai.or.jp 

法人事務局：０８５２－２１－０８９７ 

〒６９０－００３５ 松江市佐草町２－２ 

ＴＥＬ：０８５２－６０－０３１５  

ＦＡＸ：０８５２－６７－１８３０ 

 

 

 
 

施設概要 

案 内 図 お申込・お問い合せ 

http://www.sf-keijinkai.or.jp 

敬仁会 松江 検索 

基本方針 

利用者本位の支援を 

行い、ご利用者様が常に 

笑顔で生活できるよう 

支えていきます。 

 

自立を目指した支援を 

行い、ご利用者様と共に 

感動を味わえるよう 

支援していきます。 

 

笑顔！感動！絆！満足！ 

地域や関係機関との連携を 

深め、地域と共に発展して 

いくよう努めていきます。 

 

ご利用者様、ご家族様が 

ご満足頂けるよう、質の高い 

サービスを追求して 

いきます。 

 

介護についてのご相談は・・・ 

「在宅療養支援センターあんしん」0852-60-0336 

までお気軽にお問い合わせ下さいませ。 

在宅療養支援センターあんしん 

ケ ア ハ ウ ス や す ら ぎ の 里 

松 江 市 生 活 支 援 ハ ウ ス 

大 庭 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 

大 庭 ヘ ル パ ー ス テ ー シ ョ ン 

グ ル ー プ ホ ー ム 太 陽 の 里 

 

 

 

 

 

 

 

太陽の里デイサービスセンター 

住宅型料老人ホーム  太陽の里 

グ ル ー プ ホ ー ム 本 郷 

グ ル ー プ ホ ー ム 東 出 雲 

東出雲デイサービスセンター 

法 人 事 務 局 

 

 

 

 

 

法 人 施 設 

 



 

＜介護の理念＞ 

目くばり、気くばり、おもいやりで 

あなたらしさと自立を支援します。                                                    

                                       

    ケアハウスやすらぎの里（特定施設入居者生活介護）                                 

      要介護の方が安心して生活し続けられる介護型ケアハウス                                              

     温かい日差し、木の温もりを感じる           

       住みやすさを考えた設計です。        

 

 

          

                                                       

 

 
 

   

                                                       
                                                      

                                                     

    

 

 

  

                                               

  

 

 

 

 本館１階食堂 

                                                

 

ケアハウスは在宅での生活が困難な高齢者の生活を支援する施設です。 

通常のケアハウスでは、外部からの在宅介護サービスを部分的に利用しますが、

「ケアハウスやすらぎの里」は介護保険制度の「特定施設入居者生活介護」を組

み合わせ、要介護の状態でも安心して生活が続けられる介護型ケアハウスです。 

「在宅」感覚と「２４時間介護」を両立する新しい生活スタイルを提案します 

 

ケアハウスやすらぎの里では、次のように過ごして頂けます。目安時間ですので見学時等にご確認下さい。 

 

 

            起床の支援、食堂までの移動のお手伝い（３食前も同様） 

      ７：１５  朝 食  １階食堂にて皆さんでお食事 

            口腔ケア 

 

      ９：００  希望に応じて居室に配茶をさせて頂きます。 

            余暇時間、必要な方には排泄支援 

             

            口腔体操 月～金曜日（言語聴覚士主催） 

     １１：１５  昼 食  １階食堂にて皆さんでお食事 

            口腔ケア 

 

     １４：００  サークル活動（開催日） 

            お茶を飲んで談笑しましょう 

 

     １７：１５  夕 食  １階食堂にて皆さんでお食事 

            口腔ケア 

 

     １８：３０  余暇時間 

 

            夜間安否確認、排泄支援等 必要な支援をさせて頂きます。 

 

 

  

 

 

   
個別リハビリから生活リハビリまで幅広

く、入居者の方の生活を支援しています。 

【リハビリスペースでの訓練】 

 

 

 

 

 
平行棒での歩行訓練     棒 体 操 

 

【生活の中でのリハビリ】 
居室の中や生活の場面にて、立ち上がりや歩行

の状態確認を行い、必要に応じて専門職に繋げ

必要な支援を実施いたします。 

 

現在の専門職として・・・ 

理学療法士 1名  言語聴覚士 1名 

 

 

１年間を通して季節を感じる事が出来

る行事を行っております。 

（１年間の行事例） 

４月、５月 春の遠足 

６月    コスモス（歌、演奏） 

７月    七夕会 

８月    夏祭り 

９月    敬老会 

１０月    敬仁会祭り 

１１月    秋の外出 

１２月    クリスマス会 

 １月    初詣外出 

 ２月    節分祭 

 ３月    ひな祭り会 

その他    寿司バイキング 

       フルーツバイキング 

 毎月    誕生日会 

 



  

 

 

 

 

 

 

      折り紙サークル         華道サークル                居室入口付近            ミニキッチン 

 

 

 

 

 

                                      居室 奥の部屋           トイレ・洗面台 

 

 

 

 

 

                                            浴室（八雲の湯） 

 

 

 

 

 

                                              特殊浴室            一人部屋イメージ図 

ケアハウスやすらぎの里では、楽しみのある生活を送って頂き「ここに来て良かった」と思っ

て頂けるようサークル活動にも力を入れています。また、ボランティアの方々とも親密となり

憩いの場となるよう取り組んでいます。 

 

●サークル活動一覧 

 ・ちぎり絵サークル（１回／月）  ・句会      （１回／月） 

 ・折り紙サークル （１回／月）  ・コーラスサークル（１回／月） 

 ・書道サークル  （１回／月）  ・カラオケ    （１回／月） 

 ・華道サークル  （１回／２ヵ月） 

ボランティアの方々に月に一度お手伝いし

て頂き「喫茶 和
なごむ

」を開店しています。 

入居の皆さんにも好評で、和菓子とお好き

な飲み物で和やかな時間を過ごせます。 



ケアハウスやすらぎの里利用のご案内 

＜ご入居資格＞ 

１．６０歳以上で身体機能の低下により自立して生活する事が不安な方 

２．介護保険の認定を受け、健康状態について医師が当施設での生活が可能と判断した方 

３．保証人（身元引受人）の立てられる方 

４．毎月の利用料の支払いが確実にできる方 

 

＜入居までの手続き＞ 

１．事前にご予約をいただくことにより、ご相談、見学の案内をさせていただきます。 

２．説明を受けていただき、入居を希望された方は、申込書等入居手続き関係書類をお渡しいたします。 

３．緊急性、介護度を優先しますが、基本的には申し込み順となっておりますのでお急ぎの方は 

待機状況をご確認下さい。 

 

＜利用料納入について＞ 

利用料の支払いは郵便局、山陰合同銀行、島根銀行、ＪＡくにびき の口座引落で月末締め 

翌月２０日となります。 

 

＜居室について＞ 

パンフレット記載の居室の図はイメージ図です。見学の際にご確認ください。 

 

■基本設備 

○ 洗面所・トイレ・ミニキッチン・下駄箱・押入 

○ 電話回線端子 

○ テレビアンテナ端子（ＢＳ対応） 

○ エアコンディショナー 

○ ナースコール 

 

■ ベッド 

  ご利用のものをお持ち込みいただく事も可能です。 

 

■ 家具等 

家具については、若干ですが持ち込んでいただけます。冷蔵庫、テレビ等も同様です。 

カーテンは防炎性のものをご用意下さい。 

 

■ 電話 

電話回線端子は各部屋にございます。（株）インボイスと回線契約し利用できます 

 

 

 

 

  利用料金表 

■月額費用 

１． 事務費 施設運営に必要な最低限の事務費用です。 

※所得に応じて減免措置が摘要される場合があります。 

２． 生活費 施設が提供する食事費用等です。 

（冬季１１月～３月は２，５９０円が加算されます。） 

３． 管理費 部屋代相当に当たる費用です。 

４． 介護費用 介護保険自己負担金（一割）のほか個別に機能訓練加算と夜間看護体制加算があります。 

 
■利用料金表                                              （単位：円)月額 

収入による階層区分 事務費 生活費 管理費 合計 

Ⅰ 1,000,000以下 10,000 44,810 43,000   97,810 

Ⅱ 1,000,001～1,500,000 11,000 44,810 43,000   98,810 

Ⅲ 1,500,001～1,600,000 14,000 44,810 43,000   101,810 

Ⅳ 1,600,001～1,700,000 18,000 44,810 43,000    105,810 

Ⅴ 1,700,001～1,800,000 21,000 44,810 43,000    108,810 

Ⅵ 1,800,001～ 32,000 44,810 43,000    119,810 

＜その他＞                                                     

・ご夫婦の場合は、事務費は２人の所得の合計の１／２を個々の対象収入とします。 

・水道光熱費は定額制で一月あたり、６，８８０円となります。（入院等で１５日以上不在の場合は半額） 

・電話の加入については個人契約です。 

・テレビを使用される方はマーブル受信料４２０円／月かかります。 

・洗濯については御希望の方は月５,０００円（税別）で外部業者に依頼できます。個人契約となります。 

 

■ 介護費用 介護報酬一部負担金（１割） 個別機能訓練加算    １２単位／日  

                   ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算  １２単位／日 

                     夜間看護体制加算    １０単位／日（要介護１以上） 

医療機関連携加算    ８０単位／月 

退院・退所時連携加算  ３０単位／日 
                       

                             （1割負担 30日計算の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

介護度別 単 位   医療機関連携加算（月）   月 額（円） 

要支援１  １８１＋２４ ８０ ６，２３０ 

要支援２ ３１０＋２４ ８０   １０，１００ 

要介護１ ５３６＋３４ ８０ １７，１８０ 

要介護２ ６０２＋３４ ８０ １９，１６０ 

要介護３ ６７１＋３４ ８０ ２１，２３０ 

要介護４ ７３５＋３４ ８０ ２３，１５０ 

要介護５ ８０４＋３４ ８０ ２５，２２０ 

                                     ２０１９.１０.１現在 

 

※ 一部で２割ないし３割の方がおられます。お手持ちの介護保険負担割合証でご確認下さい 

 

※ 介護職員処遇改善加算Ⅰ 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 算定あり。 

 

※ 退院・退所時連携加算…医療機関等を退院し入居された場合に算定 （入居から３０日です） 


